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連載 著作権と情報システム 第 30回 

司法書士／駒澤大学 田沼 浩 

 
１．著作物 

[3] 文化庁案「著作権審議会第六小委員会（コンピュータ・ソフトウェア関係） 

       中間報告」（22） 
 
Ⅸその他 

 著作権と他の知的財産権（特許権）の重複適用について、どのように調整すべきかが

検討された。 

① 保護期間・・・特許権の保護期間が切れた後に著作権による制限を受けるか。 
特許権の保護期間と著作権の保護期間が異なることから起きる問題で、特にライセン

ス契約を結ぶ場合、特許権の保護期間終了後も著作権の保護期間に縛られる可能性があ

る。 
② 権利の帰属・・・著作権者と特許権者が分離した場合等、著作権者、特許権者とし

てそれぞれがどのようにそれぞれの権利を帰属させるか。 
特許権と著作権の帰属した者が同一であれば大きな問題はないが、その帰属が異なる

場合、どのようにそれぞれの権利の帰属を考えるのか。 
③ 権利侵害行為・・・一つの行為が著作権と特許権の両方を侵害することになるか。 
④ 権利主体・・・特許権の権利主体は自然人に限定されているのに比べ、著作権の権

利主体は法人でもなりうることから、法人にプログラム著作権をみとめるべきかど

うか。 
 特に②について、著作権と特許権が重複し、かつ帰属の異なる場合、権利関係（権利

の抵触）の問題が生ずる。そのため、特許法第７２条には「特許権者、専用実施権者又

は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、

登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであると

き、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と

抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない」という権利調整

規定がある。意匠法第２６条第１項にも、「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者

は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれ

に類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその

意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許

権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権

と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない」と同様の規定

がある。更に同条第２項には、「匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録
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意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくは

これに類似する意匠、 特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又
はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の

出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出

願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意

匠の実施をすることができない」として、著作権との権利を調整する規定を設けている。

ところが特許法にはそのような規定がないため、検討を要する旨が中間報告で指摘され

ている。 
ただし、上記検討課題について、現在まで具体的な法改正はなされていない。よって、

①プログラムの保護期間は他の著作権と変わらず、②著作権者と特許権者の権利関係は

相互に抵触しないものとして個別に認められ、③一つの行為で著作権と特許権の両方を

侵害するものも認められ、④著作権に関しては法人でも著作者になれる。 
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